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「京都ならではの歴史博物館の機能の
検討に係る基礎調査」の結果について

令和７年９月
文化市民局



目次

 京都ならではの歴史博物館の機能の検討に係る基礎調査の目的
 国内外の博物館をめぐる潮流
 考古資料館の現状
 歴史資料館の現状
 文化財収蔵の現状
 基礎調査の主な内容と結果～本市の特徴～
 基礎調査の主な内容と結果～本市の文化財保護行政を取り巻く課題～
 基礎調査の主な内容と結果～京都ならではの歴史博物館機能の在り方～
 今後に向けて

2

３
４
５
６
７
８
９

１０
１２



京都ならではの歴史博物館の機能の検討に係る
基礎調査の目的

 市の博物館機能を担っている考古資料館、歴史資料館は、施設の老朽
化や狭あい化、耐震性能の不足など設備・性能面の課題がある。

 公開承認施設の要件を満たしていないため、他の博物館等が所有する
国宝・重要文化財を公開することができないなどの課題がある。

 本市の埋蔵文化財の収蔵容量は９６％を超過しており、文化財を適切
に保管・管理するための収蔵機能の確保についても喫緊の課題となってい
る。
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以上の課題も含め、広く本市の文化財保護行政を取り巻く現状
や課題等を整理し、本市に求められる京都ならではの歴史博物
館の機能を検討するうえでの基礎調査を実施
（受託:三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）



国内外の博物館をめぐる潮流

 ２０２２年のＩＣＯＭ（国際博物館会議）プラハ大会に
おいて、博物館の定義が改正され、収集、保管、展示といっ
た基本的役割に加え、多様な主体との連携、コミュニティの
参加、社会包摂性、地域課題への対応、地域活性化への貢献
といったことが博物館の役割とされた。

 ２０２２年の博物館法改正により、博物館の事業に博物
館資料のデジタルアーカイブ化を追加するとともに、他の博
物館等と連携すること、及び地域の多様な主体との連携・協
力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取
り組むことが努力義務とされた。
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考古資料館、歴史資料館は
展示面積、収蔵面積ともに小
規模であり、来館者の駐車場
がないことや、バリアフリー
化が未対応であることなど、
施設面の課題がある状況。
一方で、環境面での制約が

ある中ではあるが、展示、普
及啓発、関係機関との連携な
ど様々な取組を行っている。
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考古資料館の現状

考古資料館
１９，１５４人年間入館者数

１９７９年／１９１４年開館年／建築年
２，７２７．３７延床面積（㎡）

５１０．４６うち、展示面積（㎡）
１２８．００うち、収蔵面積（㎡）

常設展示のほか、特別展示（年３回）、学
生との共同企画展（年１回）、発掘調査の
速報展・企画展（年８回）などを実施

展示

・ 夏季・冬季休暇期間に子ども向けプ
ログラムを実施

・ 全国的にもかなり多い点数の考古資
料の貸出しを実施（年３９件
１，０１５点）。そのうち３割程度が
企業・学校法人（博物館・他市町村等
を除く）への貸出し

普及啓発

民間企業、他の博物館との連携は少ないも
のの、学芸員課程研修生の受入れ
（１２大学計２０人）、高校・大学等の学
外授業の受け入れ（１５団体２５１人）等
を実施

大学・教育機関、関係機関と
の連携

指定管理者である埋蔵文化財研究所が調査
結果報告書を発行（年５件）調査

※年間入館者数、特別展の回数
等は令和５年度の実績を記載
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歴史資料館の現状

歴史資料館
１７，１６４人年間入館者数

１９８２年／同年開館年／建築年
２，０１６．００延床面積（㎡）

１８６．４８うち、展示面積（㎡）
５２６．１７うち、収蔵面積（㎡）

年に４回の特別展示のほか、企画展を年
３回、パネル展示を年２回実施展示

・ 古文書を読む連続講座（春季・秋
季・冬季に初級・中級の２クラスを各
４回実施）や歴史講座（年１回）など
を実施

・ 夏季の⾧期休暇期間中に「子ども向
けワークショップ」を実施

普及啓発

他研究機関等と連携した調査（２件）や
博物館実習生の受入（４大学９人）によ
る人材育成の取組を実施

大学・教育機関、関係機
関との連携

収蔵品の台帳・目録の整備のほか資料貸
出し等による調査研究への協力（４件）
を実施

調査

考古資料館、歴史資料館は
展示面積、収蔵面積ともに小
規模であり、来館者の駐車場
がないことや、バリアフリー
化が未対応であることなど、
施設面の課題がある状況。
一方で、環境面での制約が

ある中ではあるが、展示、普
及啓発、関係機関との連携な
ど様々な取組を行っている。

※年間入館者数、企画展の回数等は令和５年度の実績を記載



文化財収蔵の現状
 本市では、市内各地に９か所の埋蔵文化財収蔵庫を設置している。
 令和６年１２月末時点で合計２１１，７１０箱の埋蔵文化財を収蔵してお
り、収蔵容量は９６％に達している。

 歴史資料の収蔵場所は歴史資料館のみであるが、収蔵容量は９５％に達し
ている。

 美術工芸品専用の収蔵施設を保有しておらず、一部を歴史資料の収蔵場所
に保管している状況である。
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収蔵面積（㎡）住所収蔵庫名No

128上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1西陣収蔵庫（＝考古資料館）１

675伏見区淀水垂町733-1伏見水垂収蔵庫２

390伏見区毛利町150下鳥羽収蔵庫３

300伏見区深草泓ノ壺町14-4伏見収蔵庫４

2,698
中京区西ノ京伯楽町、中京区西ノ京馬代町、右
京区花園薮ノ下町、右京区花園木辻南町、右京
区太秦安井小山町

山陰線収蔵庫５

650伏見区深草西浦町8丁目118-3深草収蔵庫６

497右京区京北塔町中筋浦京北文化遺産センター（元
京北第二小学校）７

3,776左京区大原百井町476百井収蔵庫８

524伏見区竹田中内畑町74鳥羽事務所９

526上京区寺町通荒神口下る松蔭町138番地の1歴史資料館10
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基礎調査の主な内容と結果
～本市の特徴～

 市内には伝統と革新、技術を持ち、文化財と関わりを持つ企業が多く存在。ま
た、市外にも京都の文化財に関心を有する企業が存在

 大学研究者等から、文化財所有者との交流や研究者間の情報交換の場の提供な
ど、調査研究等のためのネットワーク構築への期待が寄せられている。

 考古学をはじめ、文化財の保存・活用に関連する研究分野を有する多くの大学
が存在。博物館を有している大学もある。

 ２００以上の博物館施設が存在、うち２３館が登録博物館に、２２館が指定施
設、４館が公開承認施設

 住民が史跡の保存会を組織したり、学生や社会人が伝統行事の担い手として参
画するなど、地域において文化財の保存活用の活動が行われている。

8

京都は全国でも群を抜いて多くの貴重な文化財にあふ
れており、このため次の特徴を有している。



基礎調査の主な内容と結果
～本市の文化財保護行政を取り巻く課題～9

発見・調査
●文化財資料（考古資料、歴史資料等）の閲覧
のスペースが不十分
●大学との共同調査研究の実績が若干数にとど
まっており、更なる連携の余地あり

保管・管理
●埋蔵文化財の収蔵率が９６％とひっ迫。環境が十分
でない収蔵庫も一部存在
●整理途上の埋蔵文化財が存在しており、残り２０年
以上を要する見込み
●歴史資料の収蔵率が９５％とひっ迫。美術工芸品等
の寄贈・寄託の要望に応えるための収蔵場所・設備が
ない状況
●文化財の確実な保存継承に向けた修理サイクルの構
築が必要

公開・活用
●文化財のアーカイブ化を順次進めているが、
量が膨大なため完了は一部であり、リファレン
ス機能にも改善の余地あり
●文化財が市内各施設に散在しており、総合的
な展示が困難
●学習・教育活動面における取組や商業活用な
どの文化財の幅広い活用が限定的

持続的な循環形成
●持続的な文化財の保存に繋がる活用方法、資
金調達手法の検討の必要あり
●文化財保存活用に関心を有する大学、企業、
文化財所有者、博物館施設等の関係者のネット
ワークの拡大の必要あり



基礎調査の主な内容と結果
～京都ならではの歴史博物館機能の在り方～
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◇京都を知る際の「玄関口」としての展示・教育機能 （学ぶ）
永らく日本の中心であった京都の歴史、文化を知ることは、すなわち日本の歴史や文化を知ること
である。その京都の歴史を通史的に展示・解説し、京都を知りたい人にとってのファーストチョイ
スとなる展示・教育機能を有すること
◇京都文化遺産のハブとなる機能 （繋げる）
充実した展示・収蔵機能を核に大学や企業との連携の際の研究拠点、文化遺産の保存や継承に携わ
る人々の交流拠点となり、市の文化財保護行政において中心的な役割を果たせるハブ機能を有する
こと
◇充実した収蔵機能 （守る）
京都に関するあらゆる文化財を収集・展示し、京都を知りたい人を惹きつけるため、数多くの文化
財を良質な状態で収蔵することができる収蔵機能を有すること

「文化財を学ぶ、繋げる、守る」をコンセプトに、次の３つの機能を整備す
ることが望ましい。
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基礎調査の主な内容と結果
～京都ならではの歴史博物館機能の在り方～
博物館機能の構築に向けて

◇考古資料館や歴史資料館を再編・再整備するなどしてハブ機能を有する
拠点施設に位置付け、これを中心に大学や民間博物館、学校施設などの関
係機関と連携しながら、展示・教育機能や発見・調査機能、収蔵機能と
いった各種博物館機能を京都のまち全体で発揮していくことが望まれる。

◇博物館機能の再編・再整備に当たっては、必要な機能に応じ、機能集約
または機能分散といった視点で検討することが重要である。



今後に向けて
今回の基礎調査によって、博物館機能にとどまらず、本市の文化財保護
行政の全体の現状、課題等が確認された。

こうした課題等に対しては、今年度新たな取組にも着手し、一定対応し
ているところである。
＜令和７年度における新規事業＞
効率的な収納・保管のための出土品再整理事業
文化財修理サイクルの確立に向けた修理助成制度の再構築
発掘調査履歴等のデジタル化

文化財保護行政の一層の推進に向けて、策定後５年を迎える京都市文化
財保存活用地域計画の中間評価と合わせて、有識者の意見も聴取すると
ともに、文化庁や京都府等の関係機関とも連携しながら、京都ならでは
の歴史博物館機能などの検討を進めていく。
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